
地震災害における教育活動の実施基準及び地震発生時の対応 

 

（１）地震災害発生時の教育活動実施基準 

状 況 基 準 

地

震 

南
海
ト
ラ
フ 

地
震
臨
時
情
報 

調査中 通常授業 

巨大地震警戒 直ちに教育活動中止 

巨大地震注意 通常授業、ただし状況に応じて授業中止 

調査終了 通常授業 

突
発
地
震 

学校が所在する地域で震度４以下

の地震が発生したとき 
通常授業 

学校が所在する地域で震度５弱又

は５強の地震が発生したとき 

通常授業、ただし状況に応じて授業中止 

学校が所在する地域で震度６弱以

上の地震が発生 

直ちに教育活動中止 

 

（２）大規模地震発生時の行動     

実施項目 

発
生
直
後
の
安
全
確
保 

・生徒は状況に応じ、頭を守ることを重視し、次のような行動を取る。 

  教室     防災頭巾を被り、机の下に身を隠す。 

  廊下・階段  ガラスに注意し、中央で伏せる。 

  体育館    落下物に注意し、中央で伏せる。 

  グラウンド  校舎等から離れ中央で伏せる。 

・電源を切り、ガスの元栓を閉める。      ・出入り口の確保。 

避
難
時
の
留
意
点 

・防災頭巾を被り、余計なものを待たず、上履きのまま避難する。 

「押さない、走らない、しゃべらない、戻らない。」を意識すること。 

・グラウンドで人員の確認、負傷者・不明者の確認。 

・２次災害の危険が予想される場合は、安全な場所へ避難する。 

 

（３）登下校時又は校外活動中における行動 

  ・最寄りの避難場所等の安全な場所に避難する。 

・バス・電車等では、運転手・駅員の指示に従う。 

・家庭や学校へ連絡し、状況を報告し、指示に従う。 

・不正確な情報に惑わされず行動する。 



【参考資料】南海トラフ地震臨時情報 

 

【「南海トラフ臨時情報」の発表条件】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【「南海トラフ地震臨時情報」における防災対応】 

 


